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№

№

№

【重点目標１】

1

① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

広く市 を対象とする男 共同参画に関する普及啓発や学習機会の提供

企画課

・市国際交 員をはじめ関係者と連携しながら男 共同参画に関連する講座やイベントを開催す
ることで、 性センター 用の促進及び男 共同参画に対する勪 の向上を図る。
・ 発 の 日置市 性センター勨拦 だより に、男 共同参画と生活に関係する かりやす
い内容の記事や講座及びイベント等の周知を図る。

施策の方向

具体的施策

担 当 課

市広報 及び市ホームページ等を活用した市 への普及啓発

・市 の男 共同参画社会への が深まるよう男 共同参画に関する情報や県の基 講座や
国、県の男 共同参画 間等（国 6/23 6/29、県 7/25 7/31）について広報ひおきや
ホームページに掲載して広く周知するとともに、男 共同参画に対する勪 の向上を図る。
・ 発 の 日置市 性センター勨拦 だより に、男 共同参画と生活に関係する かりやす
い内容の記事を掲載し、市 の男 共同参画に関する の推進を図る。設置場所は、 を
はじめ市 所・地区公 ・ 性センター・子育て支援センター・図 ・社会福祉協議会など多
くの情報提供の場を設けるようにする。

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

事 業 内 容 日置市 性センターの周知及び活用

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

2

具体的施策 広く市 を対象とする男 共同参画に関する普及啓発や学習機会の提供

担 当 課 企画課

事 業 内 容

画

3

具体的施策 広く市 を対象とする男 共同参画に関する普及啓発や学習機会の提供

担 当 課 企画課

事 業 内 容 男 共同参画セミナー等の開催及び出前講座の実施

事 業 内 容
説 明

・各種団体・地域のニーズにあわせ男 共同参画社会を形成するため外部専門講師による県に
じたセミナー・ワークショップ等（全世代対象）を開催する。また、専門員等による出前講座（大人
向け）も う。
・小、中学校のニーズにあわせ男 共同参画社会を形成するため外部専門講師による県に じた
セミナー・ワークショップ等（子ども、先生、PTA、地域を対象）を開催する。
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体験活動の充実

担 当 課 企画課

事 業 内 容 全庁的な取組体制の整備

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

・出前講座を多くの団体等に活用していただくため、各種会合等、機会を つけ積極的な広報・啓
発を う。
　また、 代に応じた講座や地域課題、時事に した内容等を取り入れた講座などメニューの充実
に努める。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

4

具体的施策 広く市 を対象とする男 共同参画に関する普及啓発や学習機会の提供

【重点目標１】
画

6

具体的施策 男 共同参画社会の形成に向けた教育・学習の充実

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容

・各課が各種事業、会議等を う際は、日置市男 共同参画基本計画にもとづいて、男 共同
参画社会基本法の を し、庁内のワーキンググループと連携しながら実績 や計画策定
が可能な体制を整備する。
・実績、計画について可能な限り数値化しＰＤＣＡ機能を図る。また、実績については懇話会へ報
告し、市ホームページで公表する。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

5

具体的施策 男 共同参画社会の形成に向けた教育・学習の充実

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容 出前講座の充実

事 業 内 容
説 明

・各種研修の実施に当たっては、人権問題を自らの問題として捉え、日常的な人権感覚を身に付
けられるよう、研修内容や開催形式、広報手段等の工夫・改善を続ける。
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事 業 内 容 子育てに関する教育の場への男性の参加

事 業 内 容
説 明

・事業の内容や参加者に合わせた、スケジュールにより事業を推進する。また、家庭教育学級等、
日の 間は、参加者が 性に りがちであるため、男性も参加しやすい日時の設定を指導する。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

【重点目標１】
画

具体的施策 男 共同参画社会の形成に向けた教育・学習の充実

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容 性団体のネットワークづくり

事 業 内 容
説 明

8

具体的施策 男 共同参画社会の形成に向けた教育・学習の充実

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容 公 講座の活用

事 業 内 容
説 明

・公 講座や出前講座など、男 共同参画に関する学習機会をあら る場で提供し，市 一
人一人に効果的な啓発を進めていく。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

7

具体的施策 男 共同参画社会の形成に向けた教育・学習の充実

担 当 課 社会教育課

・地域の 性団体と 地域の 性団体との交 の機会を提供するなど、男 共同参画に関する
情報交換等の活動が充実するよう支援する。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

9
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事 業 内 容
説 明

・ 児勹県男 共同参画基 講座受講者を増やすことにより、県地域推進員の活動による多様
な 場で多様な場の推進が広がる仕組みを拧 していく。
・市の事業について、アドバイスをしてもらうなど、市の男 共同参画に関する事業に積極的に携わっ
てもらえるよう協 を求める。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

11

具体的施策 生涯学習による男 共同参画に関する学習の推進

担 当 課 企画課

事 業 内 容

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

10

具体的施策 地域における男 共同参画の推進を担う人 の育成と活用

担 当 課 企画課

事 業 内 容 性リーダー及び 児勹県男 共同参画地域推進員の育成及び連携

事 業 内 容 生涯学習情報の提供及びネットワークの整備

事 業 内 容
説 明

・男 共同参画学習に関し、それ れの公 が人 や情報のネットワークを拧 し、地域住 の
学習ニーズに応じた各種講座や教室を開設する。

各種事業の開催日時等及び託児スペースの配慮の呼びかけ

事 業 内 容
説 明

・生涯学習をはじめ様 な事業、会議等において、広く市 が参加できるように 日、拋曜日、日
曜日の開催や夜の開催についても検討するよう各課へ周知する。
・託児等が必要な場合は場所及び保健師の確保など必要な対策を講じるよう各課へ周知する。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

12

具体的施策 生涯学習による男 共同参画に関する学習の推進

担 当 課 社会教育課

【重点目標１】
画
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13

具体的施策 各種相談を担う人への男 共同参画についての学習機会の提供及び情報提供等啓発の取組

担 当 課 企画課

事 業 内 容 性総合相談体制の整備

事 業 内 容
説 明

・専門員や関係機関と連携して、情報の共有化や相談体制やマニュアル等の整備を図る。
・多様な相談内容に対応できるよう、県や 周 の研修会や講演会等には積極的に参加する。
・相談の際は、常時託児が可能で子連れの相談や 性センターの 室を活用するなど、相談者へ
配慮する。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

・人権 護委員、法務局職員の連携のもと様 な人権に関する相談に対応。 12 開設するこ
ととし、 い れかの地域において実施し防災 拓、お知らせ 等で周知を う。

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

15

具体的施策 市職員研修の実施

担 当 課 総務課

事 業 内 容 職員研修の充実

施策の方向 ① 定的性別 担勪 に基づく制 や慣 の し

14

具体的施策 各種相談を担う人への男 共同参画についての学習機会の提供及び情報提供等啓発の取組

担 当 課 市 生活課

事 業 内 容 人権相談の実施

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

・男 共同参画の職員研修を開催する。
・講演会への職員の参加を促す。

【重点目標１】
画
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事 業 内 容 道徳教育の充実

事 業 内 容
説 明

・道徳の教科化を踏まえ，共生社会の実現に向けた道徳教育の指導法についての教職員研修の
充実を図る。
　特に、「家庭における男 等」や「子育てに関する男性の参加」について道徳教育と関連させて
推進する。

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

子育てに関する教育の場への男性の参加

事 業 内 容
説 明

・男性職員の出勩拙助休暇取得 をめざして，休暇制 の周知を管 職研修会で図っ
ていく。
・男性職員の育児休業（パパ育休）制 について周知し，申請があった際は，県教委と連携し
て推進していく。

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

17

具体的施策 学校教育における人権尊 と男 共同参画を推進する取組の充実

担 当 課 学校教育課

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

16

具体的施策 学校教育における人権尊 と男 共同参画を推進する取組の充実

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容

18

具体的施策 多様な選 を可能にする教育及び能 開発・学習機会の提供

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 技術・家庭科教育の充実

事 業 内 容
説 明

・学校 問、校内研修、各種研修会・各種調査等で取組状況を把握するとともに、授業で、男
共同による家庭生活の在り方等について確実に実施するように指導する。
・中学校小規模校において、学校からの要望に応じて、県教育委員会と連携し、技術科・家庭科
の非常勤講師を配置する。

【重点目標１】
画
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施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

19

具体的施策 多様な選 を可能にする教育及び能 開発・学習機会の提供

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 生徒指導・進 指導の充実

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

・管 職研修会・各種研修会において、性別に関わりなく、その 性と能 を に発 し，児童
生徒の育成に を くすことについて指導し、男 共同参画社会の の具現化を図る。
・人権同和教育に関する校内研修においては、積極的に学校教育課の指導主事を講師として派
遣し、男 共同参画の視点に基づいた指導助 を う。

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

21

具体的施策 学校教育関係者への男 共同参画についての学習機会の提供及び情報提供

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容

・生命尊 ・人権尊 ・男 の相 協 の観点から、各学校において生徒指導を進めていく。ま
た、男 の別に拠ら 一人一人に応じた進 指導を進め，キ リア教育の充実を図っていく。

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

20

具体的施策 学校教育関係者への男 共同参画についての学習機会の提供及び情報提供

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 教職員研修の充実

教職員管 職への 性 用の促進

事 業 内 容
説 明

・管 職 用 験の受験については、受験できる 齢に した 望者全員に、勦全な 備を わ
せているが、 性職員の管 職 験への受験については、 に積極的に進めていく。管 職研修
会等でも、男 共同参画における 性管 職の 要性を指導していく。

【重点目標１】
画
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23

具体的施策 子どものこ からの男 共同参画の を深めるための地域が一体となった取組

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容 道徳教育の充実

事 業 内 容
説 明

・多様な人間関係の中で基本的な生活習慣や道徳心などを身に付けたり、社会性をはぐくんだりし
ていくため、親子の共同体験を教育活動に積極的に取り入れるなど、ＰＴＡや地域との連携を図っ
ていく。

事 業 内 容 男 共同参画に関する学習機会及び情報提供

事 業 内 容
説 明

・学校教育課と連携を図り、各種委員会、研修会において、性別に関わりなく、その 性と能 を
に発 し、男 共同参画社会の の具現化を図る。

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

22

具体的施策 学校教育関係者への男 共同参画についての学習機会の提供及び情報提供

担 当 課 教育総務課

・地域における、ともに支え合う や人権を尊 する勪 を高めるため、ＰＴＡや子ども会を中心
に人権問題についての学習の機会を充実させる。

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

24

具体的施策 子どものこ からの男 共同参画の を深めるための地域が一体となった取組

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容 学校への男 共同参画の出前講座の実施

事 業 内 容
説 明

【重点目標１】
画
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施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

25

具体的施策 子どものこ からの男 共同参画の を深めるための地域が一体となった取組

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 人権教育総合推進地域事業

事 業 内 容 性的 数者（ Ｔ）への の促進と支援

事 業 内 容
説 明

・市 に対して性的 数者（ Ｔ）への の促進を県などのパンフ ットを活用しながら周
知を図る。
・専門員をはじめ関係機関と連携しながら相談窓口等の相談体制の整備を図る。

地区公 等への活用

事 業 内 容
説 明

・子どもたちが、人権勪 、男 等勪 が 成されるような取組・啓発活動を地区公 や自
会で えるよう、関係課と連携し、情報提供や研修等の取組を う。

施策の方向 性の多様性についての 促進

27

具体的施策 性的 数者（ Ｔ）への の促進と支援

担 当 課 企画課

事 業 内 容
説 明

・ 科 の委 を受けて，日 地域を研究指定し，男 共同参画の を んだ人権教育に
ついての研究実践を図っていく。学校の教育活動はもとより，外部専門講師による講話やワーク
ショップ等（子ども，教師，保護者・地域の方対象）を開催する。

施策の方向 ②学校教育における人権・男 等教育の推進

26

具体的施策 子どものこ からの男 共同参画の を深めるための地域が一体となった取組

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容

【重点目標１】
画
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№ 施策の方向 性の多様性についての 促進

28

具体的施策 性的 数者（ Ｔ）への の促進と支援

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 性的 数者（ Ｔ）への の促進と支援

事 業 内 容
説 明

・人権教育の一環として，児童生徒に対して性的 数者への の促進を，発 段 に応じて
っていく。

・教職員に対しては，人権同和教育課 「なくそう 別　 こう明るい社会」をもとに研修を深め
ていく。

【重点目標１】
画
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№

担 当 課 商工観光課

事 業 内 容 企業における男 共同参画の促進

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

29

具体的施策 男性の男 共同参画に関する の を図る啓発及び 用の における 性の参画の拡
大を図る取組の促進

担 当 課 総務課

事 業 内 容 市 性職員の研修機会の充実

事 業 内 容
説 明

【重点目標２】
画 　 計画

市職員の管 職への 性の 用促進

事 業 内 容
説 明

・ 性管 職の 合を増やす。

事 業 内 容
説 明

・さまざまな市内事業所において、２次計画策定において具体的に支援できる内容を検討する。

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

31

具体的施策 市における 性職員の 用の促進

担 当 課 総務課

事 業 内 容

・将来の幹部職員育成のための研修に参加させる。

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

30

具体的施策 男性の男 共同参画に関する の を図る啓発及び 用の における 性の参画の拡
大を図る取組の促進
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№
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事 業 内 容 審議会・委員会等への積極的な 性の 用・ し

事 業 内 容
説 明

・委員を選出または推 を依頼する際は、男 共同参画の視点で い、多様な勪 を審議に反
映させる。
・委員を選出する際は、男 い れか一方の委員の数が りがないように努める。また、時期をとら
え、所管課に積極的な改善・措置をしてもらうよう、ワーキンググループ委員を通して依頼をする。
・内 からの調査について、市が委 している委員全体の男 拧成 の調査を う。
・各審議会等 の男 の拧成 と多様な 場の委員の拧成 の をし、多様な 場の参画を
推進する具体的な方策を検討する。

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

32

具体的施策 市の審議会等委員への 性の 用を進める取組の促進

担 当 課 企画課

事 業 内 容
説 明

・育児・介護期も 職せ に継続就業できるように、労働局等関係機関と連携し、育児・介護休
業法の周知徹底を図る。34

具体的施策 勩業や商工業 における 性の参画の拡大を図る取組の促進

担 当 課 商工観光課

【重点目標２】
画 　 計画

・地区公 や自 会において、地域の多様性による方拏 定 への 性参画の 要性の
や取組の実践を えるよう、各課と連携し、情報提供及び研修等の取組を う。

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

事 業 内 容 育児・介護休業等制 の普及

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

33

具体的施策 地区公 ・自 会等地域に ざした組織の地域活動における方拏 定 への 性の参画
の拡大を図る取組の推進

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容 方拏 定 への 性の参画促進

事 業 内 容
説 明
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事 業 内 容 勩業における男 共同参画の促進

事 業 内 容
説 明

・ 性 業経営 の育成
・ 性 業招業者の育成
・経営改善計画の共同申請の推進
・家族経営協定の普及

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

商工会 員への 性の 用促進

事 業 内 容
説 明

・ 員への 性 用について、 き続き商工会へ呼びかけを う。

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

36

具体的施策 勩業や商工業 における 性の参画の拡大を図る取組の促進

担 当 課 勩課

施策の方向 ① 策・方拏 定 への 性の参画の拡大に向けた環境整備

35

具体的施策 勩業や商工業 における 性の参画の拡大を図る取組の促進

担 当 課 商工観光課

事 業 内 容

画 　 計画

37

具体的施策 各種団体・組織等における 性の参画を進める取組の促進

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 各種団体・組織等への男 共同参画の促進

事 業 内 容
説 明

・各学校・関係団体に対し， 性の 用に事実上の 害要 となる 定的性別 担勪
を積極的に するよう指導を う。

【重点目標２】
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・ 性人 リストを作成するにあたり、対象者や活用方法について検討する。（リストの活用方法
○各種審議会、委員会等の委員の人選をするとき○研修会、講演会の講師等の人選をするとき
○ 事業推進のため 性人 を必要とするとき○その 市 が必要と めるとき）

施策の方向 性の人 育成に関わる支援

38

具体的施策 性の能 開発及びネットワークの拧 とネットワーキングへの支援

担 当 課 企画課

事 業 内 容 性人 リストの整備

事 業 内 容
説 明

【重点目標２】
画 　 計画
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№
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【重点目標３】
　 計画 　

施策の方向 ① 用等の における男 の 等な機会と の確保

施策の方向 ① 用等の における男 の 等な機会と の確保

40

具体的施策 男 の 等な 用の機会と の確保及び非 規 用労働者の 用環境の整備促進のための
関係法 や 制 の周知・啓発

担 当 課 商工観光課

事 業 内 容 就労に関する法・制 の周知

事 業 内 容
説 明

39

具体的施策 男 の 等な 用の機会と の確保及び非 規 用労働者の 用環境の整備促進のための
関係法 や 制 の周知・啓発

担 当 課 商工観光課

事 業 内 容 関連機関（労働局・ハローワーク）との連携

事 業 内 容
説 明

・労働に関する基本的権 ・就業情報等について、関係機関との連携を図り周知徹底を図る。

事 業 内 容
説 明

・求人情報（ハローワーク伊集院）について市のホームページに掲載するとともに、就業支援につい
て関係機関と連携を図り情報の提供に努める。

・法・制 の周知について、関係機関と連携を図り対応に努める。

施策の方向 ① 用等の における男 の 等な機会と の確保

41

具体的施策 男 の 等な 用の機会と の確保及び非 規 用労働者の 用環境の整備促進のための
関係法 や 制 の周知・啓発

担 当 課 商工観光課

事 業 内 容 ハローワーク等の就職情報や就業支援に関する情報の提供
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№
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施策の方向 ① 用等の における男 の 等な機会と の確保

42

具体的施策 メンタルヘルス等健康確保やハラスメントの防止に向けた啓発

担 当 課 総務課

事 業 内 容

【重点目標３】
　 計画 　

44

具体的施策 仕事と生活の調和に関する の を図る啓発と 時間労働の 等働き方改 の促進

担 当 課 総務課

事 業 内 容 ワーク・ライフ・バランスの促進

事 業 内 容
説 明

・定時退庁日及び夏季特別休暇の徹底を図る。

事 業 内 容 セクシュアル・ハラスメント防止に向けた研修会等の実施

事 業 内 容
説 明

・ めの県教委からの通知に基づいて，各学校で，ハラスメント防止に対する指導や研修を
計画的に実施するよう指導する。
・学校の求めに応じて，校内研修において，指導主事がハラスメント防止やメンタルヘルスについて
の指導を う。

施策の方向 ②仕事と生活の調和の実現に向けた取組の促進

セクシュアル・ハラスメント防止に向けた学習会・研修会等の開催

事 業 内 容
説 明

・ハラスメント防止に対する研修を機会を捉えて実施する。

施策の方向 ① 用等の における男 の 等な機会と の確保

43

具体的施策 メンタルヘルス等健康確保やハラスメントの防止に向けた啓発

担 当 課 学校教育課
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・市内４地域子育て支援センターと健康保険課が連携を図る。

施策の方向 ②仕事と生活の調和の実現に向けた取組の促進

46

具体的施策 男性の子育てへの参画の促進及び育児休業、介護休業・休暇の取得の促進に向けた啓発

担 当 課 総務課

事 業 内 容 育児・介護休業等制 の普及

施策の方向 ②仕事と生活の調和の実現に向けた取組の促進

45

具体的施策 仕事と生活の調和を図る多様なニーズに対応した保育・介護サービスの提供の促進

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 子育てに関する相談活動の充実

事 業 内 容
説 明

市 性職員の研修機会の充実

事 業 内 容
説 明

・積極的に研修等に参加させる。

事 業 内 容
説 明

・育児・介護期も 職せ に継続就業できるように、労働局等関係機関と連携し、育児・介護休
業法の周知徹底を図る。

施策の方向 性の能 発 への支援

47

具体的施策 性の能 発 ・開発や 就職及び 規就業に関する支援

担 当 課 総務課

事 業 内 容

【重点目標３】
　 計画 　
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事 業 内 容 の健全 育成

事 業 内 容
説 明

・家庭、学校、地域及び関係機関が協 し、多様な体験活動やボランティア活動の機会をつくり、
親子の参加、そして男 共同参画の促進を図ることで の健全育成につなげる。

【重点目標４】

施策の方向 ①男 の人権が尊 される勪 づくり

48

具体的施策 を容 しない勪 の 成

担 当 課 社会教育課

施策の方向 ①男 の人権が尊 される勪 づくり

50

具体的施策 を容 しない勪 の 成

担 当 課 総務課

事 業 内 容 市職員に対する を容 しない勪 の 成

事 業 内 容
説 明

49

担 当 課 企画課

事 業 内 容

事 業 内 容
説 明

・「 性に対する をなくす 動」のポスター、 ラシ、相談先 ードを日置市内の有効な機関に
配布する。
・パープルツリーの設置。
・市ホームページにて「 性に対する をなくす 動」の啓発を う。
・多様な市 との協働による啓発活動を う。

施策の方向 ①男 の人権が尊 される勪 づくり

具体的施策 を容 しない勪 の 成

「 性に対する をなくす 動実施期間等における効果的な広報啓発

・アンケート等を実施し、 の現状を把握し、必要に応じて指導を う。
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事 業 内 容
説 明

・スクールガードリーダーを中心に，ＰＴＡや地域との連携を図り、地域ぐるみで児童生徒の安全確
保に努める。

施策の方向 ①男 の人権が尊 される勪 づくり

52

具体的施策 を容 しない勪 の 成

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容

施策の方向 ①男 の人権が尊 される勪 づくり

51

具体的施策 を容 しない勪 の 成

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 ＰＴＡや地域住 の協 による地域パトロール等安全確保のための地域防 対策

事 業 内 容 関係機関（警察、子ども支援センター、婦人相談所、児童相談所、 生・児童委員）との連携
強化

事 業 内 容
説 明

・配 センターを中心に、警察、 性相談センター、子ども支援センター、児童相談所、 生・児童
委員等関係機関との連携を深め、 に適 に対応する。

教職員の 務規 確保の徹底指導

事 業 内 容
説 明

・セクシ ル・ハラスメントの防止について、管 職研修会等で指導を徹底するとともに、校内における
「相談窓口」の機能を果たすように指導する。
・「信頼される学校づくり委員会」モデル校を指定し，モデル校の取組を各学校の実践に広げるよう
にする。

施策の方向 ②配 者等からの の防止及び被害者支援の推進

53

具体的施策 「日置市配 者からの の防止及び被害者支援計画」に基づく総合的施策の推進と関係機
関、団体等との連携強化

担 当 課 福祉課

【重点目標４】
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54

具体的施策 安心して相談できる相談体制の充実

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 に関する相談体制の充実

事 業 内 容
説 明

・子ども支援センターを中心に、警察・ 性相談センター・児童相談所等関係機関との連携を深
め、 に適 に対応する。

施策の方向 ②配 者等からの の防止及び被害者支援の推進

・ＤＶ被害者から入居申込みの場合、福祉課と連携をとり、目的外使用として、優先的に入居で
きるよう取り組む。

施策の方向 ②配 者等からの の防止及び被害者支援の推進

56

具体的施策 被害者の安全を確保する対応と心身の と自 への支援及び家庭内の により心 的外
を受けた子どもへの支援

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 関係機関（警察・婦人相談所・児童相談所）との連携強化

施策の方向 ②配 者等からの の防止及び被害者支援の推進

55

具体的施策 被害者の安全を確保する対応と心身の と自 への支援及び家庭内の により心 的外
を受けた子どもへの支援

担 当 課 建設課

事 業 内 容 市営住 の優先入居についての検討

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

・対象児童生徒がいる学校を中心に、子ども支援センター、警察、 性相談センター、児童相談所
等関係機関との連携を深め、 に適 に対応する。

【重点目標４】
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事 業 内 容 セクシュアル・ハラスメント等防止に向けた広報・啓発

事 業 内 容
説 明

・セクシ ル・ハラスメントやパワーハラスメント等は基本的人権の 害であることを、強く勪 付けでき
るような広報・啓発活動を う。

子どものDV被害に対する支援

事 業 内 容
説 明

・学校教育課と連携を図り、必要に応じて専門的かつ包括的対応を検討する。

施策の方向 性 ・ストー ー ・セクハラ等への対策及び被害者支援

58

具体的施策 セクシｭアル・ハラスメント等の防止に向けた啓発や情報提供

担 当 課 企画課

施策の方向 ②配 者等からの の防止及び被害者支援の推進

57

具体的施策 被害者の安全を確保する対応と心身の と自 への支援及び家庭内の により心 的外
を受けた子どもへの支援

担 当 課 教育総務課

事 業 内 容

【重点目標４】
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施策の方向 ①生涯にわたる男 の健康の包括的な支援

事 業 内 容 健康相談の実施

事 業 内 容
説 明

・心身の健康に対して保健師･ 護師・ 等が相談にあたる。定 日や教室を設けたり、 時
面接･電話等で実施する。

施策の方向 ①生涯にわたる男 の健康の包括的な支援

【重点目標５】

施策の方向 ①生涯にわたる男 の健康の包括的な支援

60

具体的施策 男 の身体的 いやニーズを踏まえた心身及びその健康についての しい知 の普及と情報提供
及び健康づくり支援

担 当 課 健康保険課

59

具体的施策 男 の身体的 いやニーズを踏まえた心身及びその健康についての しい知 の普及と情報提供
及び健康づくり支援

担 当 課 健康保険課

事 業 内 容 基本健康診査・各種検診・健康教育の充実

事 業 内 容
説 明

・市内 機関の協 による 別健診の実施や拋曜日、日曜日の集団検診、 検診等の実
施により受診しやすい環境の整備を う。
・自 会や各種団体の依頼により、保健師･ 護師・ 等が出向き健康勪 の啓発に努め
る。

61

具体的施策 性別や男 のニーズに応じた健診（検診）の環境整備

担 当 課 健康保険課

事 業 内 容 働く 性の健康を するための支援

事 業 内 容
説 明

・ 性がん検診の際に保育 等による託児所を設け、子育て世代の受診しやすい環境の整備を
う。
・子 がん及び乳がん検診の 目 齢の方を対象に、がんの拱期発 と健康勪 の啓発を目
的に、クーポン券事業を実施する。
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施策の方向 ①生涯にわたる男 の健康の包括的な支援

62

具体的施策 男 の健康状況や 動習慣の いを踏まえた 動機会の提供や指導者の育成

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容 地区公 等の活用

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

・ や介護 付 を 制するため地域での健康づくり活動を地区公 で実施する。

施策の方向 ①生涯にわたる男 の健康の包括的な支援

64

具体的施策 男 の健康状況や 動習慣の いを踏まえた 動機会の提供や指導者の育成

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容

・地域の拠点となる地区公 等において、男 の健康状況や 動習慣の いが かる 提
供や、指導者などの情報提供を い、 動機会の場づくりや指導方法を学ぶ機会の推進を図る。

施策の方向 ①生涯にわたる男 の健康の包括的な支援

63

具体的施策 男 の健康状況や 動習慣の いを踏まえた 動機会の提供や指導者の育成

担 当 課 健康保険課

事 業 内 容 勴な市 づくり 動の推進

スポーツ推進委員の活用

事 業 内 容
説 明

・住 のスポーツ振興に関しスポーツ実技の指導、スポーツ活動の推進のための組織の育成、スポー
ツ 事 は事業に関し協 などスポーツ振興のため指導助 を う。

【重点目標５】
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67

具体的施策 妊 ・出勩期における健康管 の充実や勘妊 に対する支援の充実

担 当 課 健康保険課

事 業 内 容 子手帳・父子手帳の活用

事 業 内 容
説 明

・ 親だけでなく父親も共に妊 子育てに関心をもち、 親で子育てができるよう、 子手帳だけで
なく父子手帳も交付する。
・乳幼児健診において父子手帳の活用法について説明する。

事 業 内 容 コミュニティスポーツクラブの充実

事 業 内 容
説 明

・会 は会員の 会 、受講 と拙助 とでクラブが 営されており、 営 確保のためにも 規
教室の実施に向けた取組みにより、 なる会員増を目指し子どもから高齢者まで幅広い 齢 の
会員を 集し世代間の交 も図れるような地域のコミュニティづくりに努める。

施策の方向 ②妊 ・出勩等に関する健康支援と性に関する しい の促進

施策の方向 ①生涯にわたる男 の健康の包括的な支援

65

具体的施策 男 の健康状況や 動習慣の いを踏まえた 動機会の提供や指導者の育成

担 当 課 社会教育課

施策の方向 ②妊 ・出勩等に関する健康支援と性に関する しい の促進

66

具体的施策 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生 に関する健康と権 ）についての の普及啓発

担 当 課 企画課

【重点目標５】

事 業 内 容 性と生 に関する健康と権 （リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の広報・啓発

事 業 内 容
説 明

・関係機関等と連携しながら性と生 に関する健康と権 （リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）を
め、 性と男性の身体的特 、健康上の問題など が深まるような広報・啓発活動が出来るよ
うな体制等を整備する。
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・教育課 における，性に関する指導の全体計画や 間指導計画の しを図り、学級活動を
中心として， 科や道徳、保健体育の授業との関連を図りながら，性に関する教育を推進する。

施策の方向 ②妊 ・出勩等に関する健康支援と性に関する しい の促進

69

具体的施策 性に関する しい知 の普及

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 教職員の性に関する教育の研修の充実

施策の方向 ②妊 ・出勩等に関する健康支援と性に関する しい の促進

68

具体的施策 性に関する しい知 の普及

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 小・中学校における性に関する教育の充実（ 科・道徳・保健体育）

事 業 内 容
説 明

学校保健担当者会の開催

事 業 内 容
説 明

・「性に関する教育」の校内研修の機会を設定し、授業参観や授業研究等を通して うことで､担
､保健主 ､ 護教 等の「性に関する教育」に対する実践的指導 の向上を図る。

事 業 内 容
説 明

・ 児勹教育事務所主催の 護教 研修会と連携し，性に関する指導についての指導方法の
研修を深めさせ，各学校における授業実践の充実を図る。

施策の方向 ②妊 ・出勩等に関する健康支援と性に関する しい の促進

70

具体的施策 性に関する しい知 の普及

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容

【重点目標５】
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事 業 内 容 ライフステージに応じた健康講座

事 業 内 容
説 明

・ 命ふれあい体験」教室では小学校・中学校の児童生徒に対し妊 シミュ ーターを用い男 共
に妊婦体験や、赤ちゃん人形でのおむつ交換等の体験を通して命の尊さを学ぶ機会とする。

施策の方向 ②妊 ・出勩等に関する健康支援と性に関する しい の促進

施策の方向 ②妊 ・出勩等に関する健康支援と性に関する しい の促進

71

具体的施策 性に関する しい知 の普及

担 当 課 健康保険課

72

具体的施策 性に関する しい知 の普及

担 当 課 健康保険課

事 業 内 容 ＨＩＶ／エイズ、性感染症予防についての啓発

事 業 内 容
説 明

・県と連携しながら、パンフ ットやお知らせ 等を活用して広報・啓発活動を う。

【重点目標５】
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【重点目標６】

施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

・ひとり親家庭、父 ともいない家庭、 親のい れかに障がいのある家庭等の親と子を対象に、保
険診 に係る の一部（自 負担 ）を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上
と福祉の増進を図る。

施策の方向 ①ひとり親家庭等が安心して暮らせる環境づくり

73

具体的施策 ひとり親家庭等への生活支援及び自 支援

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 ひとり親家庭の 負担

事 業 内 容
説 明

施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

75

具体的施策 性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した高齢者の自 に向けた生活支援

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 在 福祉アドバイ ー活動促進事業の充実

事 業 内 容
説 明

74

具体的施策 性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した高齢者の自 に向けた生活支援

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 高齢者クラブの活用

事 業 内 容
説 明

・高齢者が ってきた の知 や経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を
推進するため、高齢者の自主的な組織である高齢者クラブに対し助成を い、高齢者クラブの会
員増加に努める。

・地域の高齢者等の り活動を地域ぐるみの活動として、組織的に実施できる体制づくりを推進
する。また、在 福祉アドバイ ー研修会を開催して、アドバイ ーの 拾向上を図る。
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事 業 内 容
説 明

・ 自 会に サロン設置を推進することを目 としてサロン実施団体に対し助成 を交付すること
により、サロン ち上げ びに 営の支援を う。

施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

77

具体的施策 性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した高齢者の自 に向けた生活支援

担 当 課 福祉課

事 業 内 容

施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

76

具体的施策 性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した高齢者の自 に向けた生活支援

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 ふれあい・いきいきサロンの充実

事 業 内 容 介護予防に関する健康教室等の充実

事 業 内 容
説 明

・一般介護予防事業
　65歳以上のすべての高齢者を対象に、健康教室等を通じた介護予防に関する普及啓発、地域
活動組織の育成及び介護ボランティアの育成等により、高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に
向けた取組が主体的に展開されるよう支援する。

高齢者の居住環境整備の支援

事 業 内 容
説 明

・高齢者世話付住 シルバーハウジング
　シルバーハウジングに入居する高齢者に対し、生活援助員を派遣して生活指導・相談等のサービ
スを提供することにより、高齢者が自 して安全かつ 適な生活を営むことができるようその在 生
活を支援する。

施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

78

具体的施策 性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した高齢者の自 に向けた生活支援

担 当 課 介護保険課

【重点目標６】
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施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

【重点目標６】

施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

80

具体的施策 性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した高齢者の自 に向けた生活支援

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容 高齢者の自 にむけた活動等の推進

事 業 内 容
説 明

79

具体的施策 性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した高齢者の自 に向けた生活支援

担 当 課 介護保険課

事 業 内 容 高齢者の相談事業の充実

事 業 内 容
説 明

・地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活を継続していくことができるよう、高
齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適

な保健・ ・福祉サービスの 用につなげる等の支援を う。

事 業 内 容
説 明

・障がい者等基幹相談支援センター
　障がい者やその家族の一般的な相談支援、障がい者の就労支援、地域 支援、サービス等

用計画の作成など、障がい者の地域生活に関する支援を う。

・地区公 を中心に、高齢男 のニーズを踏まえた生きがいづくりの事業取組の推進を図る。
・自 会等では、高齢者の勘安や 化への を深めるため、関係課と連携し情報提供や研
修等の機会づくりを支援する。

施策の方向 ②高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境づくり

81

具体的施策 障がいのある人の性別にかかわりなく 人としてのニーズに配慮した自 支援と生活環境の整備

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 障がい者等相談事業の充実
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施策の方向 困 な状況に置かれる拊者の自 に向けた環境づくり

82

具体的施策 困 な状況にある拊者等の自 に向けた れ目の い支援と拊者の自 に向けた を高める取
組の推進

担 当 課 福祉課

事 業 内 容

【重点目標６】

事 業 内 容 国際 のための講座の開催及び国際交 事業の推進（ 化体験機会）

事 業 内 容
説 明

・市国際交 員（ 国・マ ーシア　2 ）を活用した小、中学校や地区公 等からの派遣依
頼による 化 介や、 性センターでの み かせ等のイベント及び中 公 講座の語学・
化等の講座を開催して、より多くの 化体験ができるよう努め、市 の国際 を深める。また、
通常の講座の に 国やマ ーシアの 教室等など、多くの市 に興 を ってもらえるような体
験イベント等も企画・開催する。
・ 国 募市「 」に合わせた親善大使事業やマ ーシア親善大使事業などの人的交 や各
種イベント等での国際交 ブースで 化体験の場などを多くの市 に提供し、国際 を深め
る。
・日置市在住の外国人向けに 性センターで実施しているしゃべり場のような交 の場の設置に向
けて検討する。

生活困窮者支援事業

事 業 内 容
説 明

・生活困窮者支援事業の中で、相談を受け付け、支援を う。困 状況によっては、拊者サポート
ステーションに支援を依頼する。

施策の方向 ④外国人が安心して暮らせる環境づくり

83

具体的施策 地域に暮らす外国人に対する情報提供や相談体制の充実及び交 の促進

担 当 課 企画課
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【重点目標６】

84

具体的施策 地域に暮らす外国人に対する情報提供や相談体制の充実及び交 の促進

担 当 課 企画課

事 業 内 容 外国語による生活情報の提供・相談などの支援

事 業 内 容
説 明

・企画課や市 生活課及び各支所窓口等に設置している 日置市外国人生活ガイドブック を、外
国人が転入手続の際、配布するなど、有効活用する。（ホームページにもあり）
・外国人が相談に来庁された際は、国際交 員と連携し、 語・ 国語・マ ーシア語での情報提
供や相談業務を う。

施策の方向 ④外国人が安心して暮らせる環境づくり

・ホームページの外国語変換の充実化を図る。

施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

86

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 社会教育課

事 業 内 容 家庭教育学級の活用

施策の方向 ④外国人が安心して暮らせる環境づくり

85

具体的施策 地域に暮らす外国人に対する情報提供や相談体制の充実及び交 の促進

担 当 課 総務課

事 業 内 容 外国語による生活情報の提供・相談などの支援

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

・ においても、子育てに勘安や みを つ親自身が、各学校やＰＴＡ等と連携し、地域の
間とともに学習できる家庭教育学級を目指す。また、学んだ親（学級生）が、 に も学びを
継続できるよう支援する。
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【重点目標６】

事 業 内 容 「おやじの会」の充実

事 業 内 容
説 明

・おやじの会の活動を介し、家庭が学校、地域と繋がることで、父親としての家庭でのあり方、学校
教育への関わり、地域社会の一員としてのあり方等、地域に できる父親の とは かを える
機会を与える。

施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

地域子育て支援拠点事業の充実

事 業 内 容
説 明

・地域全体で子育てを支援する基 の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児勘安等につい
ての相談指導、子育てサークル活動等への支援、講演会などを実施することにより地域の拠点施設
として育児支援を う。

施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

88

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 社会教育課

施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

87

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 福祉課

事 業 内 容

89

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 健康保険課

事 業 内 容 子育てに関する情報提供及び相談機能の充実

事 業 内 容
説 明

・関係機関が連携を図りながら、子育てや育児に対する み、健康や発 に対する勘安、勘 校
や問題 動など子どもや保護者の相談に対応する。また、各課との連携を密にし、サポート会議､
ケース会議等の充実を図る。
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施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

90

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 福祉課

事 業 内 容 子ども支援センターの充実

事 業 内 容
説 明

事 業 内 容
説 明

・子育てや育児に対する み、健康や発 に対する勘安、勘 校や問題 動など子どもや保護者
の相談に親身になって対応することにより、より子育てのしやすい環境作りに努める。また、各課との
連携を密にし、サポート会議､ケース会議等の充実を図る。

施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

92

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容

・日置市子ども支援センターを中心に関係各課及び関係機関の連携強化を図る。

施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

91

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 学校教育課

事 業 内 容 子ども支援センターの充実

子育てや介護等に関する学習機会の提供

事 業 内 容
説 明

・家族形態の多様化や 定的性別 担勪 に基づく慣 への 性ある を地区公
や自 会で促せるよう、関係課と連携し、研修会等での説明や 提供を う。

【重点目標６】
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事 業 内 容 介護家族の相談事業の充実

事 業 内 容
説 明

・子育てと介護の負担を同時に担うダブルケアの状況にある人等、高齢者介護に係る多様な状況
の世代が相談、参加できる場として、 性センターにて講座、相談を定期的に う。

施策の方向 ⑤多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実

93

具体的施策 地域社会全体で子育てや介護等を支える取組の促進

担 当 課 介護保険課

【重点目標６】
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・地区公 を中心に、男 共同参画の推進を担う人 育成・支援の学習機会や情報提供によ
る啓発等の活動を う。

施策の方向 ①男 共同参画の視点に った地域コミュニティの形成に向けた基 づくりと地域コミュニティ活動の
促進

96

具体的施策 男 共同参画の視点に った人 の安全・安心に係る活動の推進

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容 地域活動・ボランティア活動への男性の参加促進

事 業 内 容
説 明

・日置市共生・協働のまちづくりの指拏に基づく多様な 場の市 が参加する活動を推進する。
・第4期地区振興計画ソフト事業に、より多様で多くの人が参加できる方法で実施していく。

事 業 内 容 地区公 等の活用

事 業 内 容
説 明

・地域の拠点となる地区公 等において、男 共同参画に関する を提供し、推進を図る。
・ 性センターと関係機関や団体と男 共同参画の視点による、地域の多様性の推進の連携を図
る。

施策の方向 ①男 共同参画の視点に った地域コミュニティの形成に向けた基 づくりと地域コミュニティ活動の
促進

【重点目標７】
画

施策の方向 ①男 共同参画の視点に った地域コミュニティの形成に向けた基 づくりと地域コミュニティ活動の
促進

95

具体的施策 地区公 ・自 会等地域に ざした組織の地域活動における方拏 定 への 性の参画
の拡大を図る取組の推進

担 当 課 地域づくり課

94

具体的施策 地域における男 共同参画の推進を担う人 の育成・支援

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容 地区公 等の活用

事 業 内 容
説 明
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・地域のさまざまな場において、一人ひとりの男 が対等な 場で地域づくりのあり方や地域の共
生・協働の推進について協議する場を設ける。

施策の方向 ①男 共同参画の視点に った地域コミュニティの形成に向けた基 づくりと地域コミュニティ活動の
促進

施策の方向 ①男 共同参画の視点に った地域コミュニティの形成に向けた基 づくりと地域コミュニティ活動の
促進

98

具体的施策 「男 共同参画の視点」と「協働」の手法を活用した地域づくりに関する学習の推進

担 当 課 地域づくり課

・まちづくりに関するさまざまな会議を開き、 性と男性それ れの勪 が生かされるように努める。

施策の方向 ①男 共同参画の視点に った地域コミュニティの形成に向けた基 づくりと地域コミュニティ活動の
促進

97

具体的施策 「男 共同参画の視点」と「協働」の手法を活用した地域づくりに関する学習の推進

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容 まちづくりに関する学習機会の提供

事 業 内 容
説 明

99

具体的施策 「男 共同参画の視点」と「協働」の手法を活用した地域づくりに関する学習の推進

担 当 課 地域づくり課

事 業 内 容 ＮＰＯ・ボランティア団体との連携

事 業 内 容
説 明

・日置市のＮＰＯ、ボランティア団体の活動等の現状を把握し、連携していく仕組みづくりについて
検討する。

【重点目標７】
画

事 業 内 容 コミュニティづくりの推進

事 業 内 容
説 明
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・防災講演会の実施。

施策の方向 男 共同参画の視点に った地域防災の推進

100

具体的施策 地域における生活者の多様な視点を反映した地域防災における取組の推進

担 当 課 総務課

事 業 内 容 多様な視点を反映した地域防災の推進

事 業 内 容
説 明

【重点目標７】
画

38/38


